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国際フェア
in はなまき2019

　「国際フェア in はなまき2019」を一緒に盛り上げ、お手伝いいただけるボランティア

スタッフを募集します。応募方法など詳しくは下記へお問い合わせください。

■問い合わせ　国際フェア in はなまき2019実行委員会（花巻国際交流協会内☎26-5833）

花巻市交流会館（葛3-183-1）会場

日時 月　日（日）、午前10時～午後３時12 １

花巻の国際化を

体験しよう‼

　次の会場で三つのスタンプを集めた人の中から、

抽選で10人にラグビーボールを持ったミッフィーの

ぬいぐるみをプレゼントします。

国際フェア in はなまき2019

 2019ワン・ワールド・フェスタ in いわて

【期日・会場】 11月４日（月・祝）、アイーナ（盛岡市）

 2019ワン・ワールド・フェスタ in きたかみ

【期日・会場】 11月10日（日）、北上市生涯学習センター

国際交流連携スタンプラリー

世界のボードゲーム（盤上ゲーム）で国際交流

　外国出身のプレーヤーに

ルールを教わりながら、一

緒にボードゲームを楽しみ

ます。大人も子どもも参加

できるゲームコーナーです。

各種イベント

△

ステージイベント

　パフォーマンスやコンサートなど、楽しいステー

ジショーです。△

展示紹介

ユネスコ、ユニセフ、JICAの活動を紹介します。

県内の大学・高校の国際交流を紹介します。

 民族衣装の展示と試着を行います（民族衣装を着

用した写真をプレゼント）。△

世界の料理

 中国、韓国、ベトナム、インドなどの外国料理の

販売と紹介をします。

 韓国のゆず茶と、ベト

ナムコーヒーの試飲を

行います。△

世界の物産販売△

クイズラリー△

ＩＬＣ紹介展△

外国人相談

生活相談（岩手県国際交流協会）

法律相談（岩手県行政書士会花巻支部）

　青少年海外派遣研修から帰国した市内中学生が現

地での体験を報告します。自治体国際化協会（ＣＬ

ＡＩＲ）の地域国際化推進アドバイザー・小山紳一郎

さんによる講演も行います。

プレゼンテーション

ＶＲ（バーチャルリアリティ）体験

　世界の各地や、国際リニアコライ

ダー（ＩＬＣ）施設を巡るＶＲ体験を

行います。

△

外国人による文化紹介

　童話の紹介や、絵本の

読み聞かせを行います。△

ふれあいコーナー

ワールドキッズ

　ゲームや工作を外国人講師と楽しみます。△

ＪＡＬボッチャ体験教室

　パラリンピック競技の「ボッチャ」を体験します。

　16㍉映写機を使い、主に1920年代

～70年代の世界の映画（アニメ、コ

メディー、音楽パフォーマンス、

ショートドキュメンタリーなど）を

上映します。

※�子ども向けのキッズシアターも併

設します

スミス・アベニュー・シアター

鑑賞者には

ポップコーンを

プレゼント！
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　11月は、年金制度の趣旨や仕組みを理解し、

年金を身近に感じていただくための「ねんきん

月間」です。

　また、11月30日は、ご自身の年金記録や年金

　公的年金制度は

△

老後を迎える人

△

病気やけが

で障がいが残った人

△

生計を維持していた人に先

立たれた人―などを、みんなで支え合う仕組みで

す。公的年金の保険料を納めていただくことで、

年金を受け取ることができます。

　公的年金制度には、国民年金（基礎年金）と厚生

年金保険があります。国民年金は、日本に住んで

いる20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度

です。厚生年金保険の加入者は、同時に国民年金

にも加入していることになります。

公的年金制度の役割と種類

　国民年金の加入者を被保険者といい、その種類

は第１号～第３号に分かれます。

■第１号被保険者

　自営業者や学生など（第２号および第３号被保

険者以外の人）

■第２号被保険者

　会社員や公務員などで厚生年金保険に加入して

いる人

■第３号被保険者

　第２号被保険者に扶養されている妻または夫

国民年金の被保険者

　国民年金の給付の種類は次の三つです。

■老齢基礎年金

　原則、65歳から生涯にわたり受け取ることがで

きる年金です。△ �

本年度の年金額（40年間保険料を納めた場合）…
780,100円（満額）

■障害基礎年金

　国民年金の被保険者や、日本在住の60歳以上65

歳未満で老齢基礎年金を受給していない人、20歳

以前に病気やけがで障がいが残った人が、障がい

の程度によって受け取ることができる年金です。△

�本年度の年金額…１級障害975,125円、２級障
害780,100円

■遺族基礎年金

　国民年金の被保険者や老齢基礎年金を受給して

いる人などが亡くなったとき、残された家族のう

ち、子ども（＊）がいる配偶者または子どもが受給

できる年金です。△ �

本年度の年金額…死亡した者によって生計を維
持されていた子のある配偶者1,004,600円、子
780,100円（子が２人以上の場合は、さらに加算
があります）

国民年金の給付の種類

　保険料を納めていないと年金を受け取れない場合

があります。年金制度への加入と保険料の納付を確

実に行いましょう。納め方には、金融機関やコンビ

ニエンスストアで納付書を添えて納める現金納付、

口座振替、クレジットカード納付などがあります。

■保険料の免除・納付猶予制度

　経済的な事情などで保険料を納めることが困難

なときは、申請により納付が免除または猶予され

る制度があります。免除や納付猶予制度を上手に

活用し、保険料を納めましょう。

保険料の納付を忘れずに

【問い合わせ】△

本館国保医療課（☎24-2111内線263）△

各総合支所健康福祉係

　大　迫（☎48-2111内線143）

　石鳥谷（☎45-2111内線227）

　東　和（☎42-2111内線223）△

花巻年金事務所での相談・手続きの予約

　予約受付専用電話（☎0570-05-4890）△

花巻年金事務所（☎23-3351）

　10月から年金生活者支援給付金制度が始まりました。
同制度は、公的年金などの収入金額や、その他の所得が
一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金
に給付金を上乗せして支給するものです。
　対象者には、日本年金機構が請求手続きの案内を９月
下旬に送付しています。請求書に必要事項を記入の上、
目隠しシールと切手を貼って投

と う

函
か ん

してください。
【問い合わせ】 年金生活者支援給付金専用ダイヤル（☎
0570-05-4092）

年金生活者支援給付金制度が開始

11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」

将来のために考えよう 国民年金

受給見込み額を確認し、未来の生活設計を考え

ていただく「年金の日」です。

　この機会に自分や家族の将来のため、もう一

度年金について考えてみましょう。

＊�子ども…18歳に達した後、最初の３月31日
までの子ども、または20歳未満で一定の障
がいがある子ども

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集


